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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧空気流発生装置を内蔵する本体ケーシングと、
　前記本体ケーシングの上部及び側部に形成された手挿入口及び該手挿入口の奥に形成さ
れた手乾燥室と、
　前記手挿入口の前壁部及び後壁部に設けられ、前記高圧空気流発生装置から供給される
高圧空気を噴出するノズルと、
　を備える手乾燥装置において、
　前記手挿入口の前壁部を左右方向の中央部ほど該手挿入口に張り出すように形成し、前
記手挿入口の前壁部と後壁部との間隔を、左右方向の中央部ほど狭く側方ほど広くしたこ
とを特徴とする手乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄後の濡れた手に空気を吹き付けて衛生的に乾燥させる手乾燥装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の手乾燥装置として、箱体の正面及び側面に開口し、手を収納できる広さを有する
Ｕ字形状の手挿入部に、上記箱体に設けられた高速空気流を発生する高圧空気流発生装置
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により上記手挿入部の互いに対向した平面をなす２面にそれぞれ配置されたノズルから高
速空気流を噴出させる構成の手乾燥装置であって、その高圧空気流発生装置への空気の供
給を行なう吸入経路の入口端である吸込口を上記箱体の手挿入部を除く箱体外表部に設け
たものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平０７－１１６０７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の手乾燥装置は、手挿入部の互いに対向した平面をなす２面に
それぞれ配置されたノズルから高速空気流を噴出させている。手挿入部に手を自然に挿入
すると、親指が、手挿入部の左右方向の中央部であって、かつ、他の指よりも手挿入部の
後壁部のノズルからの距離が遠い位置に挿入されるので、親指に吹付ける噴流速度が他の
指に吹付ける噴流速度よりも減衰する。そのため、手全体が概ね乾燥したときに、他の指
に比べて付着している水滴量が多い親指の乾燥が不十分となってしまう、という問題があ
った。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、手の親指から小指までを略均一に乾燥
させることができる手乾燥装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、高圧空気流発生装置を内蔵
する本体ケーシングと、前記本体ケーシングの上部及び側部に形成された手挿入口及び該
手挿入口の奥に形成された手乾燥室と、前記手挿入口の前壁部及び後壁部に設けられ、前
記高圧空気流発生装置から供給される高圧空気を噴出するノズルと、を備える手乾燥装置
において、前記手挿入口の前壁部を左右方向の中央部ほど該手挿入口に張り出すように形
成し、前記手挿入口の前壁部と後壁部との間隔を、左右方向の中央部ほど狭く側方ほど広
くしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、手挿入口の前壁部と後壁部との間隔を、左右方向の中央部ほど狭く
したので、手挿入口の左右方向の中央部に挿入される親指とノズルとの距離が他の指とノ
ズルとの距離より小さくなり、人差し指、中指、薬指及び小指に比べて付着している水滴
量が多い親指に吹付ける噴流速度が減衰せず、手の親指から小指までを略均一に乾燥させ
ることができる、という効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、本発明にかかる手乾燥装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【０００９】
実施の形態．
　図１は、本発明にかかる手乾燥装置の実施の形態を示す縦断面図であり、図２は、本発
明にかかる手乾燥装置の実施の形態を示す上面図であり、図３は、図２に示す実施の形態
の手乾燥装置の手挿入部に、二本の手を自然に挿入した状態を示す図であり、図４は、本
発明にかかる手乾燥装置の他の実施の形態を示す上面図であり、図５は、本発明にかかる
手乾燥装置のさらに他の実施の形態を示す上面図である。
【００１０】
　図１に示すように、実施の形態の手乾燥装置１００は、直方体の箱状の本体ケーシング
１の上部に手挿入口２ａが形成され、手挿入口２ａの下方（奥）には、側面視がＵ字形状
の手乾燥室２が形成されている。手乾燥室２の両側方は開放されている。
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【００１１】
　本体ケーシング１内の手乾燥室２の下方には、高圧空流発生装置としての送風機３が設
置され、手挿入口２ａの前壁部２ｂに設けられた前側ノズル４ａ、及び、後壁部２ｃに設
けられた後側ノズル４ｂから高圧空気流を噴出させ、手乾燥室２に挿入された手の水分を
手乾燥室２内に吹き飛ばして手を乾燥させる。
【００１２】
　手挿入口２ａ及び手乾燥室２は、揃えた状態の両手を、上下方向や斜め上下方向に挿抜
できるようになっていて、手乾燥室２の底部には、排水口５が形成されている。排水口５
には配水管６が接続され、配水管６は、手乾燥室２の底部のドレン水を、本体ケーシング
１の下部に着脱自在に設置されたドレンタンク７に導く。
【００１３】
　送風機３は、図示しないＤＣブラシレスモーター（通常の整流子モーター又は誘導電動
モーターであってもよい。）と、制御部と、ＤＣブラシレスモーターにより駆動されるタ
ーボファン又は遠心ファンと、を備え、制御部により制御されて自動運転される。
【００１４】
　送風機３の吸気口８は、本体ケーシング１内に形成されたチャンバー１２及び吸気ダク
ト１１に接続され、本体ケーシング１の底面に設けられた吸気ダクト１１の吸込口９から
フィルター１０を通して外部の空気を吸込むようになっている。
【００１５】
　送風機３の吹出口は、手乾燥室２の前側と後側に二股に分岐した排気ダクト１３、１３
に接続されている。分岐した排気ダクト１３、１３の各端は、手挿入口２ａの前壁部２ｂ
に左右方向ライン状に配列された前側ノズル４ａ、及び、後壁部２ｃに左右方向ライン状
に配列された後側ノズル４ｂに接続されている。ノズル４ａ、４ｂは、送風機３から送ら
れてくる高圧空気を高速気流に変換して手挿入口２ａ及び手乾燥室２に噴出させる。
【００１６】
　二組のノズル４ａ、４ｂは、手挿入口２ａの前壁部２ｂ及び後壁部２ｃに、噴出口をや
や下向きにして左右方向ライン状に互いに対向して設けられ、手挿入口２ａ及び手乾燥室
２内に手を入れると、手挿入口２ａの前壁部２ｂ及び後壁部２ｃに設けられた図示しない
センサーが手の挿入を検出して送風機３を作動させる。
【００１７】
　送風機３が作動すると、空気が本体ケーシング１の吸込口９、吸気ダクト１１、チャン
バー１２及び送風機３の吸込口８を通って送風機３に吸込まれ、高圧化されてノズル４ａ
、４ｂから吹出される。挿入した手に、高速気流を吹付け、手を擦り合わせなくても、手
に付いた水分を手乾燥室２内へ吹飛ばし、手を乾燥させる。吹飛ばされた水滴は、手乾燥
室２の内壁に付着して下方に流れ、排水口５より排水管６を通ってドレンタンク７に流れ
込む。
【００１８】
　図２は、本発明にかかる手乾燥装置の実施の形態を示す上面図であり、図３は、図２に
示す実施の形態の手乾燥装置の手挿入部に、二本の手を自然に挿入した状態を示す図であ
る。図２に示すように、本発明の実施の形態の手乾燥装置１００は、後側ノズル４ｂが設
けられた手挿入口２ａの後壁部２ｃを、左右方向の中央部ほど手挿入口２ａに張り出すよ
うに形成し、手挿入口２ａの前壁部２ｂと後壁部２ｃとの間隔を、左右方向の中央部ほど
狭くしている。
【００１９】
　後壁部２ｃを、左右方向の中央部ほど張り出すように形成すると、図３に示すように、
後壁部２ｃの中央部に設けられた後側ノズル４ｂが、親指２１に近くなり、人差し指２２
、中指２３、薬指２４及び小指２５に比べて付着している水滴量が多い親指２１に吹付け
る噴流速度が減衰せず、水滴を吹飛ばして手の親指２１から小指２５までを略均一に乾燥
させる。
【００２０】
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　図４は、本発明にかかる手乾燥装置の他の実施の形態を示す上面図である。図４に示す
ように、本発明の実施の形態の手乾燥装置２００は、前側ノズル４ａが設けられた手挿入
口２ａの前壁部２ｂを、左右方向の中央部ほど手挿入口２ａに張り出すように形成し、左
右方向の中央部ほど狭くしている。
【００２１】
　前壁部２ｂを、左右方向の中央部ほど張り出すように形成すると、前壁部２ｂの中央部
に設けられた前側ノズル４ａが、親指２１に極めて近くなり、人差し指２２、中指２３、
薬指２４及び小指２５に比べて付着している水滴量が多い親指２１に吹付ける噴流速度が
減衰せず、水滴を吹飛ばして手の親指２１から小指２５までを略均一に乾燥させる。
【００２２】
　図５は、本発明にかかる手乾燥装置のさらに他の実施の形態を示す上面図である。図５
に示すように、本発明の実施の形態の手乾燥装置３００は、前側ノズル４ａが設けられた
手挿入口２ａの前壁部２ｂ、及び、後側ノズル４ｂが設けられた手挿入口２ａの後壁部２
ｃの両方を、左右方向の中央部ほど手挿入口２ａに張り出すように形成し、左右方向の中
央部ほど狭くしている。
【００２３】
　前壁部２ｂ及び後壁部２ｃの両方を、左右方向の中央部ほど手挿入口２ａに張り出すよ
うに形成すると、前壁部２ｂ及び後壁部２ｃの中央部に設けられたノズル４ａ、４ｂが、
親指２１に近くなり、人差し指２２、中指２３、薬指２４及び小指２５に比べて付着して
いる水滴量が多い親指２１に吹付ける噴流速度が減衰せず、手の親指２１から小指２５ま
でを略均一に乾燥させる。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　以上のように、本発明にかかる手乾燥装置は、手の親指から小指までを略均一に乾燥さ
せることができるものとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明にかかる手乾燥装置の実施の形態を示す縦断面図である。
【図２】本発明にかかる手乾燥装置の実施の形態を示す上面図である。
【図３】図２に示す手乾燥装置の手挿入部に、二本の手を自然に挿入した状態を示す図で
ある。
【図４】本発明にかかる手乾燥装置の他の実施の形態を示す上面図である。
【図５】本発明にかかる手乾燥装置のさらに他の実施の形態を示す上面図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　本体ケーシング
　２　手乾燥室
　２ａ　手挿入部
　２ｂ　前壁部
　２ｃ　後壁部
　３　送風機（高圧空気発生装置）
　４ａ　前側ノズル（ノズル）
　４ｂ　後側ノズル（ノズル）
　５　排水口
　６　排水管
　７　ドレンタンク
　８　送風機の吸込口
　９　吸込口
　１０　フィルター
　１１　吸気ダクト
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　１２　チャンバー
　１３　排気ダクト
　１００，２００，３００　手乾燥装置

【図１】 【図２】

【図３】
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